
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
の
辞
退
qqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
医
療
院
の
開
設
許
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
四

正

誤

○
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日
定
例
告
示
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
報

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
中
泊

町
社
会
福

祉
協
議
会

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

一
の
二

訪
問
介

護

社
会
福
祉

法
人
中
泊

町
社
会
福

祉
協
議
会

小
泊
訪
問

介
護
事
業

所

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
小
泊
字

朝
間
二
五

平
成
三一･
二･二八
平
成
三一･
三･三一

有
限
会
社

東
北
福
祉

サ
ー
ビ
ス
上
北
郡
東
北
町
字

土
場
二
七
の
三

訪
問
介

護

ア
ル
プ
ス

ヘ
ル
パ
ー

セ
ン
タ
ー
上
北
郡
東
北
町

字
土
場
二
七
の

三

三一･二･二六
〃

社
会
福
祉

法
人
快
適

福
祉
協
会
上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
前
谷

地
九
八

訪
問
介

護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ

る
さ
と

上
北
郡
六
戸
町

大
字
犬
落
瀬
字

前
谷
地
九
八

三一･
二･一九
〃

北
部
上
北

広
域
事
務

組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
白
岩
四
〇
の
一
短
期
入

所
生
活

介
護

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
「
野
辺

地
ホ
ー

ム
」

上
北
郡
野
辺
地

町
字
白
岩
四
〇

の
一

三一･
二･一四
〃

株
式
会
社

ユ
ー
・
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス

三
沢
市
緑
町
一
丁

目
二
の
三

訪
問
介

護

株
式
会
社

ユ
ー
・
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス

三
沢
市
緑
町
一

丁
目
二
の
三

三一･
三･一三
〃

株
式
会
社

ユ
ー
・
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス

三
沢
市
緑
町
一
丁

目
二
の
三

通
所
介

護

デ
イ
・

サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

ほ
っ
と
荘
三
沢
市
緑
町
一

丁
目
二
の
一
〇
〃

〃

株
式
会
社

ユ
ー

弘
前
市
大
字
原
ケ

平
二
丁
目
五
の
三

五

訪
問
看

護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
原

ケ
平

弘
前
市
大
字
原

ケ
平
二
丁
目
五

の
三
五

三一･
三･二〇
三一･
四･三〇

第
四
千
五
百
八
十
八
号

平
成
三
十
一
年

四
月
十
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
か
ら
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社

は
ぁ
と
ふ
る
上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
一
三
の
一

訪
問
看
護
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

は
ぁ
と
ふ
る
上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
六
の
一

平
成
三一･
四･
一

株
式
会
社

イ
ー
ケ
ア

十
和
田
市
大
字
洞

内
字
枯
木
根
四
二

の
三

通
所
介
護
ほ
っ
と
荘
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
三
沢
市
緑
町
一
丁

目
二
の
一
〇

〃

株
式
会
社
な

か
じ
ま

平
川
市
大
坊
竹
原

三
の
一
〇

訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

か
り
ん

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
三
ツ
目
内
字

大
堰
口
三
三
の
一

〇

〃

社
会
福
祉
法

人
吉
幸
会

三
戸
郡
五
戸
町
字

苗
代
沢
三
の
六
六

〇

短
期
入
所

生
活
介
護
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
野
辺
地

ホ
ー
ム

上
北
郡
野
辺
地
町

字
白
岩
四
〇
の
一
〃

社
会
福
祉
法

人
生
き
が
い

十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
三
の
七

訪
問
介
護
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

生
き
が
い
十

和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
三
の
七

〃

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

開

設

者

介
護
老
人
福
祉
施
設

辞
退
の

届

出

年
月
日

辞

退

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

北
部
上
北

広
域
事
務

組
合

上
北
郡
野
辺
地
町

字
白
岩
四
〇
の
一

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
「
野
辺

地
ホ
ー

ム
」

上
北
郡
野
辺
地
町

字
白
岩
四
〇
の
一

平
成
三一･
二･一四
平
成
三一･
三･三一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者

介

護

老

人

福

祉

施

設

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

吉
幸
会

三
戸
郡
五
戸
町
字

苗
代
沢
三
の
六
六

〇

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
野
辺
地

ホ
ー
ム

上
北
郡
野
辺
地
町

字
白
岩
四
〇
の
一

平
成
三一･
四･
一

社
会
福
祉
法
人

フ
ァ
ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
字

姥
堤
三
四
の
一

ハ
ピ
ネ
ス
な
が
わ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
剣

吉
前
川
原
一
の
一

〃



青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
介

護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
か
ら
介
護
老
人
保
健
施
設
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
百
四
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
四
条
の
七
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社

は
ぁ
と
ふ
る
上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
一
三
の
一

介
護
予
防

訪
問
看
護
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

は
ぁ
と
ふ
る
上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
六
の
一

平
成
三一･
四･
一

社
会
福
祉
法

人
吉
幸
会

三
戸
郡
五
戸
町
字

苗
代
沢
三
の
六
六

〇

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
野
辺
地

ホ
ー
ム

上
北
郡
野
辺
地
町

字
白
岩
四
〇
の
一
〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

ユ
ー

弘
前
市
大
字
原
ケ

平
二
丁
目
五
の
三

五

介
護
予

防
訪
問

看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
原

ケ
平

弘
前
市
大
字
原

ケ
平
二
丁
目
五

の
三
五

平
成
三一･
三･二〇
平
成
三一･
四･三〇

介
護
老
人
保
健
施
設
の

開

設

者

介
護
老
人
保
健
施
設

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所
名

称

所

在

地

医
療
法
人

芳
真
会

弘
前
市
大
字
石
渡

一
丁
目
一
の
六

う
め
む
ら

弘
前
市
大
字
石
渡

一
丁
目
一
の
六

平
成
三一･
二･二一
平
成
三一･
三･三一

介
護
医
療
院
の
開
設
者

介

護

医

療

院

許

可

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所
名

称

所

在

地



青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
青
森
県

収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十

九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

八
戸
市
大
字

町
字
下
手
代
森
五

福
嶋

芳
子

二

売
り
さ
ば
き
場
所

八
戸
市
大
字

町
字
下
手
代
森
五

正

誤
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

医
療
法
人
芳
真

会

弘
前
市
大
字
石
渡

一
丁
目
一
の
六

梅
村
介
護
医
療
院

弘
前
市
大
字
石
渡

一
丁
目
一
の
六

平
成
三一･
四･
一

林

政

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
三一･
三･二五

第
四
五
八
一
号

告

示

第
一
八

六
号

一

下

後
ろ
か

ら

五

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る

も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。


